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第2７回氷川参道歩行者専用化検討協議会

0
令和７年8月8日(金)午前10時～

大宮区役所２０１・２０２



1

本日の内容

１．歩行者専用化の進捗状況について
・前回の振り返り

・チラシの配布

・沿道居住者等への聞き取り状況

・許可車両の申請について

・交通規制イメージ

２．地域内外へのＰＲについて
・ソフト策について

・ハード策について

・サインプレートについて

３．その他



１．歩行者専用化の進捗状況について
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前回（令和7年3月）の振り返り

・歩行者専用化検討協議会で決定した方針を、周辺住民へ周知するため、ひかわ参道だ
より（ニュースレター）等によるポスティング配布を予定⇒（完了）

・参道を利用する事業者等の関係者へ個別説明⇒（進行中）

・許可車両に係る沿道住民と個別で調整し、許可証の申請方法や許可車両の入出庫の流
れを確認⇒（進行中）

・交通管理者、道路管理者等の関係機関と調整し、車止めの種類や規制に伴い必要な工
事、安全対策等の検討⇒（進行中）

対応すること



１．歩行者専用化の進捗状況について

■チラシの配布
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１．歩行者専用化の進捗状況について

■沿道居住者の聞き取り状況
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■主な意見

・許可証を取るのが大変と聞いた。警察に行く日がない。
→市としても許可証を出した車両を把握したいため、市で一括申請を行うことを検討している。

・車止めは実際に車が通れるか相談の上設置してほしい。
→車止め設置予定箇所で段ボールなどで疑似的に車止めを作成し走行可能か確認をする。

・車止めについて、動かせるものにしてほしい(許可車両の対象の方からのご意見)。
→鍵付きにするなど取り外しが可能なものにする。

・マンション前の交通状況がどのような状況か確認をしてほしい。具体的には車が行き来する状況です
れ違いができるか、また、配送車の駐車がどのくらいの頻度かなど。

→マンション前の道路調査をする予定。

・歩行者専用化が来年秋に開始予定とのことだが、もっと早くできないか。
・子供が通学路として通るため、早く歩行者専用化してほしい。
→警察等の関係機関と協議をして開始時期を決定しているため、早めることは難しい。

・元々住んでいた人が許可申請などのアクションを起こすのはおかしい。
→法律に基づき、申請があったものに対して警察が審査をして許可を出している。



１．歩行者専用化の進捗状況について

■沿道関係者への説明状況
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■関係者への説明状況
小学校や周辺店舗、消防署、郵便事業者への周知を行っている。

■現在の課題
・車止めの設置位置
・許可車が通るということを周知
・自転車の危険性について
・交通状況調査不足

・歩行者専用と言っているが車が通ることも周知する必要がある。
→看板や車止めなどにメッセージを記載して周知を図る。

・参道を完全に歩道化してほしい。
→現在は南区間と北区間の一部区間を歩行者専用化する予定である。

・自転車と歩行者を分ける（区別する）方がいい。歩行者の安全を第一にしてほしい。
・自転車が危険なので何かしら対策をするべきでは。
→自転車対策を検討する。



１．歩行者専用化の進捗状況について

■許可車両の申請について
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許可申請に必要な情報

■申請書
 申請者の住所、氏名

※電子申請の場合は、電話番号、メールアドレス
 運転者の住所、氏名

※電子申請の場合は、電話番号
 車両の種類（普通自動車など）
 番号標に表示されている番号（ナンバー）
 運転期間
 通行しようとする通行禁止経路区間

（例：自宅〜さいたま市大宮区○○町○○地先まで）
 やむを得ない理由

添付書類
・通行経路図、自動車検査証の写し、通行理由を証明

するものの写し

出典：埼玉県警ホームページ

社会生活上やむを得ない理由とは
1.車両を通常保管する場所（自宅駐車場や月極駐車場な
ど）に出入りするため
2.身体の障がいのある者を輸送すべき理由がある
3.日常生活に欠かすことのできない物品などを運搬する
4.冠婚葬祭など社会慣習上の理由がある
5.医師等の往診
6.保育園児、幼稚園児の送迎
7.その他社会生活上やむを得ない理由があるとき



１．歩行者専用化の進捗状況について

■交通規制イメージ（南区間）

7個人情報への配慮により、当日配布資料の一部を修正いたしました。



１．歩行者専用化の進捗状況について

■交通規制イメージ（北区間）

8個人情報への配慮により、当日配布資料の一部を修正いたしました。



２．地域内外へのＰＲについて

■前回の振り返り
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【周知活動】
地域内への周知
・回覧板、ニュースレターなど、継続的な取り組み
・目的の丁寧な説明

地域外への周知
・地域入口部分などでの案内看板
・参道側と交差側双方の周知を検討
・氷川参道の知名度向上

多様な主体への働きかけ
・機会・場面に応じた働きかけ
・町内会、ＰＴＡ、各種イベント など

【関係車両が通行することの周知】
歩行者専用化
・歩行者のみとのイメージが強い

車両は配慮の上で通行することを周知
・歩行者へ配慮した通行が求められる
・そもそも「参道」という言葉は、
鳥居から社殿へ向かう道のこと

主な意見
・地域内外を含め広く、また、多様な主体（外国人等）にも働き掛ける周知が必要ではな
いか。
・関係車両だけは通行することの周知・表現の工夫が必要ではないか



２．地域内外へのＰＲについて
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■ソフト策案（周知・啓発活動）

1.チラシ・ポスターの配布・掲示

•チラシのポスティング配布
•地域の掲示板、公共施設などに設置
•市報（区報）への掲載

3. SNS・Webサイトでの情報発信

•区の公式Xや市のWebサイト
•道路情報交通センターへの依頼

2.学校・関連事業者・警察との連携

•大宮小及び大宮南小に事前共有
•関連事業者（消防局、郵便事業者、埼
玉県自動車協会等）に事前共有
•安全教育や交通マナー啓発と連動

4.駅周辺での情報発信

•新都心駅の大型ビジョン告知
•駅との連携による周知



２．地域内外へのＰＲについて
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■ハード策案（物理的な対策）

看板の設置
参道入口部分などで、「歩行者専用化」周知看板の設置

例：令和８年○月○日○時より氷川参道は、歩行者専用となります。
車両の進入は出来ません。（ただし、自転車・許可車両は通行できます）

看板等のイメージ



２．地域内外へのＰＲについて

12

■サインプレートについて

うら
（参道内側から）

おもて
(車道側から)

現在の中区間



２．地域内外へのＰＲについて
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■北区間及び南区間の車止めサインプレート（案）

【ポイント】
・許可車両が通行することの周知
・自転車への交通ルールの周知
・多様な主体への働きかけ

３枚タイプ
W=1.0m・W=1.5m・W=1.0m

パターン

2枚タイプ（許可車両進入口）
W=0.5m・W=0.5ｍ



２．地域内外へのＰＲについて
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・３枚タイプ（案）
W=1.0m・W=1.5m・W=1.0m

A案

おもて
(車道側から)

うら
（参道内側から）



２．地域内外へのＰＲについて
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・2枚タイプ（許可車両進入口）（案）
W=0.5m・W=0.5ｍ

A案
おもて(車道側から) うら（参道内側から）



３．その他

令
和
7
年

令
和
８
年

歩行者専用化検討協議会

規制方法の具体案の検討

歩行者専用化の開始

3月11日

5〜8月頃

８月頃

秋頃
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■検討協議会の今後の進め方（案）

歩行者専用化検討協議会

住民説明会

歩行者専用化検討協議会

10月頃

10〜11月頃

本日の
検討協議会



３．その他

■今後のスケジュール（案）
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令和８年秋 令和９年度 令和10～11年度

歩行者専用化の
交通規制開始
（車止め設置）

・舗装しつらえの検討
・道路設計

工事の実施

規制開始の候補日（案）
理由候補日

ねんりんピック（11/7〜10）の開催に先立ち、
週初めの月曜日から開始予定。会場として参道
周辺が使用される予定。

令和８年１０月２６日（月）①

ねんりんピック（11/7~10）開催に先立ち、祝
日を避けた、週半ばの木曜日開始予定。

令和８年１１月 ５日（木）②

さいたまクリテリウム（11月中旬想定）開催後
の週半ばの火曜日開始予定。

令和８年１１月１７日（火）③



氷川参道歩行者専用化検討協議会設置要綱 
 
（設立） 
第１条 氷川参道の歩行者専用化に向けて、意見交換等を行う場として、氷川参道歩行者専

用化検討協議会（以下「協議会」という。）を設置し、本要綱において組織及び運営に関

して必要な事項を定めるものとする。 
（所掌事項） 
第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 
（１）氷川参道の歩行者専用化の推進に関すること。 
（２）その他歩行者専用化に関し必要な事項。 

（委員の構成） 
第３条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 
（１） 学識経験者 
（２） 交通管理者 
（３） 道路管理者 
（４） 氷川参道沿線自治会 
（５） 地元まちづくり団体 
（６） 前各号に掲げる者のほか、事務の遂行に必要と認める者 

（任期） 
第４条 委員の任期は、令和９年度末日とする。 
 ２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 
（座長及び職務代理者） 
第５条 協議会に座長を置く。 

２ 座長は、委員の中から互選により選出する。 
 ３ 座長は、協議会の会議の進行をつかさどり、協議会を代表する。 
 ４ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 
（会議） 
第６条 協議会は、必要に応じ随時開催する。 
 ２ 協議会は、座長が招集する。 
 ３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに協議会への出席を求めること

ができる。 
（会議の公開） 
第７条 協議会の会議は、原則として公開とする。 
（事務局） 
第８条 協議会の事務局を都市局都心整備部氷川参道対策室に置く。 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営、その他に関し必要な事項は事務局        

が定める。 
附 則 
 この要綱は、平成２６年１０月２０日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

参考資料 


